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質　問　書

令和　　年　　月　　日

袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
理事長　門名正樹　様

袋井市長　大場規之　様


　　　　　　　　　　　　　　　（質問者）住所
(所在地)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
名称及
び代表
者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ


袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合及び袋井市が実施する「袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理事業１０街区１画地保留地及び３画地市有地売却応募要領」に関し、次のとおり質問がありますので、提出いたします。


	頁
	項目
	質問内容

	




	




	





	




	




	





	




	




	







※ 質問数が複数になり、記載し切れない場合は行を追加してください。



様式第１号

入　札　参　加　申　込　書

令和　　年　　月　　日
袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
理事長　門名正樹　様

袋井市長　大場規之　様

住　　所
(所在地)
ふりがな
申 込 者
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印
名称及
び代表
者氏名
電話番号（　　　　　） 　　－

袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理事業に係る保留地及び市有地の売却の一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申し込みます。

記

　１　買受希望物件の所在地及び面積
	街区番号
	画地番号
	地　　　　積
	摘　　　　　　　要

	
	
	㎡
	


２ 土地の利用目的


３　土地の利用計画
別紙利用計画書のとおり


様式第２号
利用計画書

                                   住　　所                                
                                  （所在地）                               
                                   氏　　名                              
(名称及び代表者名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 電　　 話　（　　　　）　　　―
	項　　　　目
	内　　　　容
	備考

	１　
	所在地
	
	

	２　
	地 目
	
	地 積
（合計）
	
         ㎡
	

	３　
	住宅・事務所・店舗・作業所・その他（　　　　　）
	

	４　
	住　宅
	本人用・家族用・貸家・その他（　　）
	

	
	事務所
	事務内容
	

	
	店　舗
	営業内容
	

	
	作業所
	作業内容
	

	
	その他
	用途内容
	

	５　
	令和　　年　　月　　日予定
（着工時期：令和　　年　　月　　日予定）
	

	６　施設等の供する
  業の性質
	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供さない施設です。
	

	７　公害の処理に
ついて
	汚水、有害物、ばい煙、騒音等の公害源となるものを敷地外に放出することはありません。
	


（注）１　この利用計画書は、入札参加申込書に添付してください。
　　　２　この利用計画書は、売買契約時の土地の用途指定事項となりますので、正確
　　に記入してください。
３　この利用計画書の提出後に変更が生じたときは、市と協議のうえ、変更後の利用計画書を提出してください。




暴力団排除に関する誓約書

令和　　年　　月　　日
袋井市長　大場規之　様


住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　 　印
（名称及び代表者名）
　 　　　

私は、下記事項について該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
　また、市が暴力団排除に必要な場合には、警察等関係機関に照会することを承諾します。
記

１　役員等（契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役員又はその支店等の代表者、その他の団体にあっては法人等の役員と同等の責任を有する事務所の代表者を言う。以下同じ。） が暴力団員等（暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）に該当する者
２　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者
３　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
４　１から３に該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者
５　上記１～４に反する場合の本契約の解除等、市が行う一切の措置について異議の
申し立て、また、本契約解除によって生じた損害の賠償請求も行いません。





土地利用に関する誓約書

令和　　年　　月　　日
袋井市長　大場規之　様


住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　 　印
（名称及び代表者名）
　 　　　
　
袋井市の土地を購入するにあたり、下記の内容を順守することを誓約します。

記

１　土地利用については、入札参加申し込みの際、市へ提出した利用計画書（様式第２号）で指定した用途を遵守します。

２　袋井市が、前項に規定する指定用途の履行状況等を確認するために、必要に応じて実地調査を行うことを認めます。










様式第４号

入　札　書

令和　　年　月　日　

　袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
　理事長　門名正樹　様

袋井市長　大場規之　様

入札者　住    所                                
                                     （所在地）                               
                                      氏　  名 　                        　㊞　
（名称及び代表者名）

代理人住所
　
代理人氏名


袋井市普通財産の一般競争入札による売払い実施要領その他関係法令を遵守し、入札及び契約に関する事項を承諾の上、次の金額をもって入札します。


	
	
	
	億
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	拾
	円

	入札金額
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入札物件

	街区番号
	画地番号
	地　　積

	
	
	　　　　　　㎡



（注）
１　黒のボールペン又は万年筆を使用し、金額は算用数字を用い、最初の数字の前
　に「金」又は「￥」を記入すること。
　　２　金額の訂正は行なわないこと。
　　３　代理人による入札の場合は、代理人の記名押印をすること。




様式第５号

委　　任　　状

令和　　年　月　日　

　袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
　理事長　門名正樹　様

袋井市長　大場規之　様

入札者　住    所                                
                                     （所在地）                               
                                      氏　  名                           　㊞　
（名称及び代表者名) 


　　次の財産の買受について、　　　　　　　　　　㊞　を代理人と定め、物件の買受けの入札に関して一切の権限を委任します。

	街区番号
	画地番号
	地　積

	
	
	　　　　　　　㎡
















保　留　地　売　買　契　約　書
袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合理事長（以下「甲」という。）と
（以下「乙」という。）との間において、次の条項により保留地の売買契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第１条　甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
（契約物件及び契約金額）
第２条　甲は、末尾記載の保留地（以下「本件土地」という。）を現状有姿のまま、金　　　　　　　 円で、乙に売り渡すものとする。
（契約保証金）
第３条 乙は甲に対し契約保証金として、金　　　　　　　　　円を　　　　　年　月　日に支払い、甲はこれを受領した。
２ 契約保証金は、契約代金の一部に充当するものとする。
３ 甲が第１０条第１項の規定により本契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。
（契約代金の納付）
第４条 乙は、　　　　　年　　月　　日までに、契約代金を組合に納付しなければならない｡
（土地の引渡し等）
第５条 甲は、前条の規定により契約代金を受領したときは、遅滞なく、本件土地を乙に引き渡すものとする。
２ 乙は、前項の規定による引渡しを受けた後、本件土地について使用し、又は収益することができる。
（瑕疵担保等）
第６条 甲は、本件土地についての瑕疵担保及び危険負担の責を負わない。
（契約金額の精算）
第７条 本件土地について、確定測量により地積に増減があったときは、その増減した地積に応じ、契約金額を精算するものとする。
２ 前項の規定による精算は、第２条に規定する契約金額を本契約の締結時点における地積で除して得た金額を基準として、これを行う｡
（権利譲渡の承認等）


第８条 乙又はその承継人は、本契約を締結した日から次条第１項の所有権移転登記が完了する日までの間において、本件土地に係る権利の全部又は一部を第三者に譲渡しようとするときは、当該第三者と連署の上、権利譲渡承認申請書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
２ 前項の承認を得て本件土地に係る権利の全部又は一部を譲り受けた第三者は、本契約による乙又はその承継人の権利義務を承継しなければならない。
３ 乙又はその承継人は、本契約を締結した日から次条第１項の所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、住所等変更届を甲に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名（法人にあっては、名称）又は住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）を変更したとき。
(3) 法人について、合併、分割（乙への売却に係る権利を承継したものに限る｡）又は解散があったとき。
４ 第１項の権利譲渡承認申請書及び第３項の住所等変更届には、それぞれ甲が必要と認める書類を添付しなければならない。
（所有権移転登記）
第９条 本件土地の所有権移転登記に係る手続は、土地区画整理法第１０７条第２項に規定する換地処分に伴う登記が完了した後、甲が行う。
（契約の解除）
第１０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第４条に規定する納付期限内に、契約代金の全額を納付しないとき。
(2) 本契約の解除を申し出たとき｡
(3) 本契約を履行する見込みがないとき。
(4) 袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理事業保留地処分規程又は本契約の条項に違反したことが判明したとき｡
２ 甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、その旨を乙に通知するものとする。
３ 乙は、前項の規定による通知を受けたときは、甲の指示する期間内に、自己の費用で、本件土地を原状に回復し、甲に引き渡さなければならない。
４ 甲は、前項の規定による本件土地の引渡しがあったときは、乙に、既納の契約代金から契約保証金に相当する額を控除して得た額を返還するものとする。


５ 前項に規定する還付金には、利子を付さない｡
６ 本契約を解除したことにより乙が損失を受けても、甲は、その責を負わない。
（損害賠償）
第１１条 第１０条の規定により、この契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。この場合において、甲は既納の契約代金（利息は付さない）から損害額を差し引いて乙に返還するものとする。
（費用の負担）
第１２条 本契約の締結及び履行に要する費用は、乙の負担とする。
（疑義の決定）
第１３条 本契約の条項の疑義又は本契約に条項に記載のない事項については、すべて甲、乙協議して決定するものとし、協議が整わないときは、甲の決定に従うものとする。

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙両者記名、押印の上、各自１通を保有するものとする。

年　　月　　日
甲　袋井市新屋一丁目１番地の１
袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
理事長　　　　　　　　　　　　　　印

乙　住　　所
(所在地)
氏　　名　　　　　　　　　　　　　印
名称及
び代表
者氏名
土地の表示
袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理事業に係る保留地
	街区番号
	画地番号
	地　　　　積
	摘　　　　　　　要

	
	
	㎡
	別添図面のとおり





　　　　　　　　　　　　収 入
印 紙


　売却人　袋  井  市 （以下「甲」という。）と、買受人   【※ 落 札 者】　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、次の条項により、売買契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を忠実に履行しなければならない。
（目的）
第２条　甲はその所有する次に掲げる土地（以下「当該土地」という。）を乙に売渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
	所　　在　　地
	地　　目
	地　　積

	　袋井市●●▲▲番■
	宅　地
	〇〇〇.〇〇 ㎡　


（売買代金の額）
第３条　当該土地の売買代金は、金  【※ 落 札 金 額 】　円とする。
（契約保証金）
第４条　乙が売買代金を甲の指定する期日までに納付した場合、甲は乙が既に納付済みの契約保証金［※落札金額の１割以上の額］を乙に返還しなければならない。ただし、乙が契約保証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出たときは、契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。
２　契約保証金には、利子を付さない。
３　乙がこの契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
（売買代金の納付方法等）
第５条　乙は、売買代金（前条第１項ただし書の規定により、乙が契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、充当する契約保証金を売買代金から控除した金額）を、甲が発行する納入通知書により令和　　年　　月　　日までに、甲が指定する金融機関に納付しなければならない。　
　　ただし、乙が甲の指定する期日までに売買代金を納付できない特別の理由があり、甲がやむを得ないと認めた場合は、その期日を必要な期間延長することができる。
２　乙が前項の売買代金を甲の指定する期日まで納付しなかったときは、その納期限　の翌日から納付した日まで、年10.75パーセントの割合をもって算出した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
（所有権の移転及び登記の嘱託）
第６条　当該土地の所有権は、売買代金を完納した日に移転するものとする。
２　所有権移転登記は、売買代金完納後、乙の請求に基づき甲が所轄法務局に嘱託して行うものとし、これに要する登録免許税その他の経費は乙の負担とする。
（当該土地の引渡し）
第７条　甲は、当該土地の所有権が乙に移転した後、甲乙双方が定める日に、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
　（特則）
第８条　乙は、当該土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら所有権を第三者に移転若しくは貸してはならない。
２　甲は、前各項に規定する事項について必要があると認めるときは、当該物件について、調査を実施し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
　（公租公課等の負担責任）
第９条　所有権移転登記完了後における当該土地の公租公課その他の一切の賦課金は、乙が負担しなければならない。
　（契約不適合責任）
第10条　乙は、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された当該土地が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
  （契約の解除等）
第11条　甲乙いずれか一方がこの契約に違反したときには、その相手方は、いつでもこの契約を解除することができる。
２　前項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は当該土地を直ちに原状に回復し、速やかに甲に返還しなければならない。
３　第１項の規定により、この契約が解除された場合において、契約違反者がその相　手方に損害を与えたときは、契約違反者は直ちにその損害を賠償しなければならない。
４　第４条に規定する契約保証金は、前項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
　（合意管轄）
第12条　この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所浜松支部を管轄裁判所とすることに合意する。
（定めのない事項の処理）
第13条　この契約に定めるもののほか必要な事項については、法令の定めるところによるものとする。

　本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙両者記名捺印のうえ、各１通を保有する。

　令和８年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　袋井市新屋一丁目１番地の１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋井市長　　大　場　規　之　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印






